






議案第75号の修正案

燕市吉田トレーニングセンター条例の一部を改正する条例に対する修

正案

燕市吉田トレーニングセンター条例(平成18年燕市条例第97号)の一部を改

正する条例案を次のように修正する。

別表備考に次の1号を加える。

（4） この表に定めるもののほか、利用及び運用に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。

(修正理由）

トレーニングルームを中学生が使用したい場合等、別表に定めるもののほ

か、 さまざまな利用の申し出があった場合に備え、かつ、利用者ニーズに柔

軟に対応し、施設を運用していく上で配慮できるよう、別表備考に1号を追

加する修正をするもの。
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